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（※） 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

 

  【九州ブロック取決事項】 

  医 科 

№ 取扱い 根拠 備考 

１ 心不全（疑いを含む）に

対するＢＮＰの算定は、

原則として認められる。 

心機能低下の早期診断及び病態把握を行

う上で有用な検査であり、心不全（疑いを

含む）に対するＢＮＰの算定は、原則とし

て認められる。 

 

令和６年３月２９日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

２ １型糖尿病疑いのない抗

ＧＡＤ抗体の算定は、原

則として認められない。 

厚生労働省通知に「すでに糖尿病の診断

が確定した患者に対して１型糖尿病の診

断に用いた場合に算定できる」とあるこ

とから、書面審査上、１型糖尿病の疑い、

又は当月確定の１型糖尿病の傷病名が必

要であり、１型糖尿病疑いのない抗ＧＡＤ

抗体の算定は、原則として認められない。 

 

令和６年３月２９日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

３ ＣＥＡ高値に対するＣＥＡ

の算定は、原則として認

められない。 

腫瘍マーカーの厚生労働省通知に「悪性

腫瘍の患者であることが強く疑われる者

に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍

の診断の確定又は転帰の決定までの間に

１回を限度として算定する」とあることか

ら、ＣＥＡ高値に対するＣＥＡの算定は、原

則として認められない。 

 

令和７年２月２８日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

４ 過敏性肺炎に対するＫＬ

－６の算定は、原則とし

て認められる。 

過敏性肺炎も間質性肺炎の一つと考えら

れ、病理学的にも急性間質性肺炎の所見

を呈していることが多く、診断又は病態

把握に有用な検査であり、過敏性肺炎に

対するＫＬ－６の算定は、原則として認め

られる。 

令和７年２月２８日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

九州ブロックにおける審査上の取扱い 

（ブロック取決）のご案内 

令和 5 年 3 月 8 日及び令和 5 年 7 月 6 日にお知らせした以下の九州ブロックの

審査委員会における審査上の取扱い（ブロック取決）については、支払基金本部に

設置した「審査の一般的な取扱いに関する検討委員会」において検討され、「審査の

一般的な取扱い（医科）」として公表されましたので、お知らせします。 



№ 取扱い 根拠 備考 

５ 成人スチル病に対するフ

ェリチン定量の算定は、

原則として認められる。 

成人スチル病は関節炎、発熱、リンパ節腫

脹、発疹などの全身症状を伴う炎症性疾

患であり、急性期には血清中の白血球、Ｃ

ＲＰ、ＥＳＲ、フェリチンという鉄代謝に関

連する蛋白が著しく上昇する。診断時に

加え、活動性の指標となることから当該

検査は有用であり、成人スチル病に対す

るフェリチン定量の算定は、原則として認

められる。 

 

令和６年１０月３１日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

６ 血球貪食症候群に対す

るフェリチン定量の算定

は、原則として認められ

る。 

家族性血球貪食症候群は遺伝子群の異常

により、マクロファージやリンパ球の過剰

反応が持続し、多様な臓器障害が引き起

こされる疾患群であり、二次性血球貪食

症候群では、感染症、リンパ腫などの疾患

群の発症に続発し、同様の病態を呈する。

血球貪食症候群では、血清フェリチンの著

しい高値が見られることから、診断や病

態把握に有用であり、血球貪食症候群に

対するフェリチン定量の算定は、原則とし

て認められる。 

 

令和７年２月２８日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

７ 膠原病の疑いに対する

抗核抗体（蛍光抗体法）

定性・半定量・定量の算

定は、原則として認めら

れる。 

膠原病スクリーニングで重要な検査であ

り、蛍光抗体法は全ての抗体をみること

が可能なうえ、抗体の種類により異なる

染色型を示すことから、次に行う検査の

指標に有用であり、膠原病の疑いに対す

る抗核抗体（蛍光抗体法）定性・半定量・定

量の算定は、原則として認められる。 

 

令和６年６月２８日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

8 多発血管炎性肉芽腫症

に対するＰＲ３－ＡＮＣＡ

の算定は、原則として認

められる。 

ＡＮＣＡにはＰ－ＡＮＣＡとＣ－ＡＮＣＡの２

種類がある。全身型ＡＮＣＡ関連血管炎で

ある多発血管炎性肉芽腫症に対するＰＲ

３－ＡＮＣＡは疾患活動性の指標として有

用であることから多発血管炎性肉芽腫症

に対するＰＲ３－ＡＮＣＡの算定は、原則と

して認められる。 

令和６年１１月２９日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

9 ＡＮＣＡ関連血管炎に対

するＰＲ３－ＡＮＣＡの算

定は、原則として認めら

れる。 

ＡＮＣＡにはＰ－ＡＮＣＡとＣ－ＡＮＣＡの２

種類がある。ＡＮＣＡ関連血管炎を発症す

る病型を特定するためのＰＲ３－ＡＮＣＡ

は有用であり、ＡＮＣＡ関連血管炎に対す

るＰＲ３－ＡＮＣＡの算定は、原則として認

められる。 

令和６年１１月２９日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

10 脂肪肝に対するヒアルロ

ン酸の算定は、原則とし

て認められない。 

厚生労働省通知に「本検査は慢性肝炎の

患者に対して、慢性肝炎の経過観察及び

肝生検の適応の確認を行う場合に算定で

きる」とあることから脂肪肝に対するヒア

ルロン酸の算定は、原則として認められ

ない。 

令和７年２月２８日に「審査

の一般的な取扱い（医科）」

として公表 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関する問合せ先 

九州審査事務センター 

・ 外科・混合審査室外科審査課（ＴＥＬ：092-688-8305）（上杉） 


